
積算基準類の改定特集 積算基準類の改定

国土交通省 港湾局では，国による港湾・海岸
土木請負工事等の発注に当たり，その予定価格の
基礎となる積算価格を適切に算出するために「港
湾請負工事積算基準」（以下，「積算基準」という）
を制定している。この積算基準は，毎年，施工実
態等を調査・分析し，社会情勢の変化，工事規模
の大型化・多様化，さらには技術革新等の施工環
境の変化に迅速かつ適切に対応するために所要の
改定を行っている。

1.　はじめに

港湾工事は，施工場所の大部分が海上や海中で
あるため，陸上土木工事に比べて気象・海象条件
等の影響を受けやすい。また，施工規模の大型化
や建設地の沖合展開，早期供用への対応等によ
り，施工環境はより厳しいものとなってきている。
加えて，2024 年 4 月から適用される「時間外

労働の上限規制」や休日確保をはじめとする「働
き方改革」，適正利潤の支払いや安全性向上によ
る「担い手の育成・確保」，ICT活用による「生
産性の向上」への対応が急務となっており，実態
に即した積算基準の改定が求められている。
この積算基準の編成は，工事内容の細分化方法

につき，「港湾工事共通仕様書」の工種体系と整合
をとっており，受発注者双方にとって工事内容の

確認や事務処理手続きが容易になるように配慮し
ている。

2.　施工実態の概要

積算基準改定の基礎データとなる実態調査の概
要は，以下のとおりである。

⑴　施工実態調査
施工実態調査は港湾工事等の施工実態を調査・
分析するもので，積算基準が施工実態を適切に反
映しているかを検討するための最も重要な調査の
一つであり，モニタリング調査と詳細調査に分類
される。従来は国土交通省発注工事を対象に調査
を実施してきたが，サンプル数をより多く確保す
るため，平成 16 年度からは各都道府県等港湾管
理者にも調査に協力していただいている。

①　モニタリング調査
モニタリング調査は，次に述べる詳細調査の工
種以外の全工種を対象に実施するものである。施
工実態と積算基準との乖離傾向を概略的に把握
し，詳細調査の必要性を判断する目的のもので，
継続的に実施する調査である。

令和 6年度 港湾請負工事積算基準の
改定について

国土交通省 港湾局 技術企画課
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②　詳細調査
モニタリング調査の結果等により，施工実態と
積算基準とに乖離が認められると判断される場合
に，該当工種について詳細に調査を実施するもの
である。積算基準の改定は，この調査結果を分析
し，現行積算基準との比較検討を経て，とりまと
められている。

⑵　未制定歩掛の調査
積算基準に歩掛が設定されていない工種のう
ち，汎用性が高く歩掛設定の需要が高い工種につ
いて，必要に応じ実態を調査し，積算基準の構築
を目指し検討するものである。

⑶　作業船稼働実態調査
港湾工事等で使用する各種作業船の機械経費を
算定するための基準として「船舶および機械器具
等の損料算定基準」を定めている。その基礎とな
る民間各社が保有する作業船の稼働実態を調査す
るものである。
なお，「船舶および機械器具等の損料算定基準」
は，実態調査の結果を踏まえ 2年に一度改定して
いる（令和 6年度は改定の年）。

⑷　その他の調査
港湾の積算基準に関係する調査のうち，浚渫工
事や海岸工事など，国土交通省関係部局と農林水
産省で共通する項目については，二省共同で調査
を行っており，調査結果を踏まえて積算基準を改
定している。
この他，公共事業労務費調査，間接工事費等諸
経費動向調査を毎年実施しており，公共工事設計
労務単価や共通仮設費率，現場管理費率がより実
態に即したものとなるよう努めている。

3.　令和 6年度積算基準の主な改定

⑴　間接工事費等諸経費動向調査に基づく改定
間接工事費等諸経費動向調査によって得られた

データを分析した結果，現場環境改善費率（工種
区分：浚渫工事および海岸工事）の改定，現場管
理費率（全工種区分）について改定を行った。

⑵　施工実態調査に基づく改定
施工実態調査によって得られたデータを分析
し，現行の積算基準との乖離が認められた以下の
工種について改定を行った。
①　ブロック据付工の潜水士船に関して，施工水
深が 15 m未満の場合は単独潜水方式，15 m以
上 30 m 未満の場合は 2人潜水方式ということ
が確認できたため改定。
②　これまで未制定であった，数値波動水槽
（CADMAS-SURF）（2次元）に関して，人工数
について確認できたことから，歩掛の新規制定
を行った。
③　前年度から継続して分析を行っていた，測
量・調査等に係る「協議・報告」の歩掛につい
て，海象観測装置定期点検・保守業務の実態が
確認できたため，歩掛の新規制定を行った。

⑶　その他の改定
船舶供用係数について，適切な工期設定を行う
観点から，荒天日数の考え方を見直し，船舶供用
係数の改定を行った。

4.　おわりに

本積算基準の活用により，受発注者の共通認識
が深まり，適切な予定価格の算出と適正な利潤の
確保が図られ，ひいては，港湾工事等の品質確保
や港湾業界の担い手確保の実現を期待する。
今後も，関係各位から寄せられるご意見等を踏
まえ，より実態に即した積算基準となるよう努力
していく所存である。
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2.　間接工事費（基準：P2-2-7）
　2-11　現場環境改善費 → 現場環境改善費率の改定

2.　間接工事費（基準：P2-2-10）
　3.　現場管理費 → 現場管理費率の改定

改定前
表−②　現場環境改善費率

対象額 600 万円
以下

600 万円を超え
20 億円以下

20 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

港湾
工事

浚 渫 工 事 0.92% 159.8 -0.3301 0.14%

構造物工事 2.02% 1,192.6 -0.4089 0.19%

対象額 600 万円
以下

600 万円を超え
10 億円以下

10 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

海 岸 工 事 2.02% 1,192.6 -0.4089 0.25%

現場環境改善費率の算定式
　Ir ＝ a・Pb（小数 3位四捨五入）
　　ただし，
　　　Ir：現場環境改善費率（%）
　　　P：現場環境改善費率の算出対象額（円）
　　　a，b：定数値

改定前
表−③　現場管理費率

対象額 700 万円
以下

700 万円を超え
20 億円以下

20 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

港湾
工事

浚 渫 工 事 23.71% 99.2 -0.0908 14.19%

構造物工事 24.36% 46.7 -0.0413 19.28%

対象額 700 万円
以下

700 万円を超え
10 億円以下

10 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

海 岸 工 事 27.79% 113.9 -0.0895 17.82%

現場管理費率の算定式
　Jo ＝ a・Npb（小数 3位四捨五入）
　　ただし，
　　　Jo：現場管理費率（%）
　　　Np：純工事費（円）
　　　a，b：定数値

改定後
表−②　現場環境改善費率

対象額 600 万円
以下

600 万円を超え
20 億円以下

20 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

港湾
工事

浚 渫 工 事 2.58% 11,342.3 -0.5375 0.11%

構造物工事 2.02% 1,192.6 -0.4089 0.19%

対象額 600 万円
以下

600 万円を超え
10 億円以下

10 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

海 岸 工 事 4.02% 17,100.2 -0.5353 0.26%

現場環境改善費率の算定式
　Ir ＝ a・Pb（小数 3位四捨五入）
　　ただし，
　　　Ir：現場環境改善費率（%）
　　　P：現場環境改善費率の算出対象額（円）
　　　a，b：定数値

改定後
表−③　現場管理費率

対象額 700 万円
以下

700 万円を超え
20 億円以下

20 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

港湾
工事

浚 渫 工 事 24.08% 82.2 -0.0779 15.50%

構造物工事 24.65% 40.5 -0.0315 20.63%

対象額 700 万円
以下

700 万円を超え
10 億円以下

10 億円を
超えるもの

適　用
区分等

下記の率
とする

算定式により算出
された率とする。
ただし，定数値は
下記による

下記の率
とする

工種区分 a b

海 岸 工 事 28.11% 100.3 -0.0807 18.84%

現場管理費率の算定式
　Jo ＝ a・Npb（小数 3位四捨五入）
　　ただし，
　　　Jo：現場管理費率（%）
　　　Np：純工事費（円）
　　　a，b：定数値

➡

➡
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直接工事費（基準：P3-4.2-17 他）
　4. 本体工　4. 2 ブロック式　　ブロック据付関係歩掛
　8. 消波工　2. 消波ブロック工 ブロック据付関係歩掛
　15. 構造物撤去工　3. 撤去工　ブロック撤去関係歩掛
　→ 実態を踏まえ，水深 15 m 以上 30 m 未満の場合は 2人潜水方式（交互）を適用するように追記

改定前
3）　代価表
　⑴　ブロック転置　1日（　個）当り

名　　称 形状寸法 単位
数　量

摘　要
陸上 海上

ラフテレーンクレーン
または
クローラクレーン

（油）　t吊 日 1 － 標準運転
時間

クレーン付台船
または
起 重 機 船

　　　　　　　t吊
非航旋回 鋼 D t 吊 日 － 1 運 6 H/

就 8 H

引 船 鋼D　　　PS型 日 － 1 運 2 H/
就 8 H

潜 水 士 船 D270PS 型 3 ～ 5 t 吊 日 就業 8 H

と び 工 人

普 通 作 業 員 人

雑 材 料

改定後
3）　代価表
　⑴　ブロック転置　1日（　個）当り

名　　称 形状寸法 単位
数　量

摘　要
陸上 海上

ラフテレーンクレーン
または
クローラクレーン

（油）　t吊 日 1 － 標準運転
時間

クレーン付台船
または
起 重 機 船

　　　　　　　t吊
非航旋回 鋼 D t 吊 日 － 1 運 6 H/

就 8 H

引 船 鋼D　　　PS型 日 － 1 運 2 H/
就 8 H

潜 水 士 船 D270PS 型 3 ～ 5 t 吊 日 就業 8 H

と び 工 人

普 通 作 業 員 人

雑 材 料

注）　1.　  潜水士船については，水深 15 m 未満の場合は単独潜水
方式，水深 15 m 以上 30 m 未満の場合は 2 人潜水方式
（交互）を適用する。

　　　　  なお，水深 30 m 以上の場合や現場条件によりこれによ
り難い場合は別途考慮する。

　　 2.　  水深については，平均干潮面（M.L.W.L.）からの水深
とする。

　　 3.　  ブロックの一部が水深 15 m 以上にある場合は，2人潜
水方式（交互）とする。

その他の積算基準
　参考資料－ 8　数値波動水槽（CADMAS-SURF）（2次元）→ 歩掛を制定

改定前

未制定

改定後
8-5　標準歩掛

種別
（レベル 3）

細別
（レベル 4）

積算要素
（レベル 6）

単位
数
量

技
師
長

主
任
技
師

技
師
Ａ

技
師
Ｂ

技
師
Ｃ

技
術
員

数値波動水槽
（CADMAS-SURF）
による検討業務

計画準備 計画準備 式 1 1.0 1.5 2.5 2.5
協議・報告 事前協議 回 1 1.0 1.0

中間報告 回 1 1.0 1.0
最終報告 回 1 1.0 1.0 1.0

資料収集・整理 自然・構造物条件等の
把握

ケース 1 1.5 2.0 0.5 2.0

モデルの設定 数値波動水槽
（CADMAS-SURF）
モデル設定

式 1 1.0 1.5 1.0 1.0

モデル化された海底地
形の設定

形状 1 1.0 1.5 1.5 1.0

計算パラメータの設定 式 1 1.0 1.5 1.5 1.0
作用波の検定 規則波の場合 ケース 1 0.5 1.0 1.0 1.0

不規則波の場合 ケース 1 1.5 3.0 3.0 3.0
津波の場合 ケース 1 1.5 3.0 3.0 3.0

構造物・計測点
の設定

計算格子上への構造物
の設定

断面 1 1.0 1.5 1.5 1.0

（水位・流速・波圧）
計測点の設定

式 1 1.0 1.5 0.5 1.0 1.0

数値解析の実施 規則波の場合 ケース 1 1.5 1.0
不規則波の場合 ケース 1 4.0 2.5
津波の場合 ケース 1 4.0 2.5
解析結果の整理 項目 1 1.0 1.5 1.0 2.0
解析結果の分析 項目 1 1.5 1.5 2.0 2.0

照査 照査 式 1 1.5 1.0
成果物 業務完成図書作成 式 1 1.5 2.5 2.5 2.5

8-6　直接経費
　「参考資料 -6　港内静穏度（エネルギー平衡方程式及びブシネスクモデ
ル），6-6　直接経費」を適用する。

➡

➡

建設マネジメント技術　　2024 年 4 月号 45

建マネ2404_03_特集_11_三.indd   45建マネ2404_03_特集_11_三.indd   45 2024/04/03   11:052024/04/03   11:05


